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共生社会の実現を推進するための認知症基本法について（概要）①
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法について（概要）②
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認知症施策推進基本計画（計画案、基本的施策）について R6.9.3差し替え

１　認知症の人に関する国民の理解の増進等
１　学校教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深める教育の推進
２　社会教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深める教育の推進
３　認知症の人に関する正しい理解を深めるための、本人発信を含めた運動の展開

２　認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進
１　認知症の人が自立して、かつ、安心して暮らすための、地域における生活支援体制の整備等
２　移動のための交通手段の確保
３　交通の安全の確保
４　利用しやすい製品・サービスの開発・普及の促進
５　事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定
６　民間における自主的な取組の促進

３　認知症の人の社会参加の機会の確保等
１　認知症の人自らの経験等の共有機会の確保
２　認知症の人の社会参加の機会の確保
３　多様な主体の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就労に関する事業主に対する啓発・普及等

４　認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
１　認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定
２　認知症の人に対するわかりやすい形での意思決定支援等に関する情報提供の促進
３　消費生活における被害を防止するための啓発
４　その他

５　保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
１　専門的又は良質かつ適切な医療提供体制の整備
２　保健医療福祉の有機的な連携の確保
３　人材の確保、養成、資質向上

６　相談体制の整備等
１　個々の認知症の人の状況又は家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることが
　　できるようにするための体制の整備
２　認知症の人又は家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動に対する支援、関係機関の紹介、
　　その他、必要な情報の提供及び助言

７　研究等の推進等
１　予防・診断・治療、リハビリテーション・介護方法等の研究の推進・成果の普及
２　社会参加のあり方、共生のための社会環境整備その他の調査研究、検証、成果の活用
３　官民連携、全国規模調査の推進、治験実施の環境整備、本人及び家族等の参加促進、
　　成果実用化環境整備、情報の蓄積・管理・活動の基盤整備

８　認知症の予防
１　予防に関する啓発・知識の普及・地域活動の推進・情報収集
２　地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の整備、
　　認知症及び軽度の認知機能の障害に関する情報提供
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都道府県認知症施策推進計画について

（１） 都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都道府県認知症
推進計画（２及び３（１）において「都道府県計画」という。）を策定するよう努めなければならない
こと。

（２） 都道府県計画は、医療計画、都道府県地域福祉支援計画、都道府県老人福祉計画、都道府
県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事
項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないこと。

（３） 都道府県は、都道府県計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の人及び家
族等の意見を聴くよう努めなければならないこと。

（４） 都道府県は、都道府県計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他
適切な方法により公表するよう努めなければならないこと。

（５） 都道府県は、適時に、都道府県計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い、そ
の結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めなければならないこと。

（６） 都道府県は、当該都道府県における認知症に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府
県における認知症の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも５年ごとに、都道府県計画に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならないこと。

（７） （３）は（５）の評価の結果の取りまとめを行おうとする場合について、（３）及び（４）は都道府県
計画の変更について、それぞれ準用すること。

都道府県認知症施策推進計画（第１２条関係）
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現在の愛媛県の認知症施策の位置づけについて

１-２　社会参加の促進と生きがいづくり
１　社会参加の促進と就業支援

１　高齢者がいきいきと暮らせる社会づくり
１-１　健康寿命の延伸への取組

１　健康づくりの取組の推進
２　地域保健体制の整備

２　生きがいづくりの推進

１　医療・介護提供体制の構築

２　高齢者の自立した生活のために、地域で共に支え合う社会づくり
２-１　地域共生社会の実現と地域包括ケアシステムの深化・推進

１　地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進
２　地域包括ケアシステムの深化・推進

２-２　自立支援、介護予防・重度化防止の推進
１　介護予防・生活支援体制整備の推進
２　地域包括支援センターの機能強化
３　地域ケア会議の推進

２-３　在宅医療・介護連携の推進

３　生活困窮者等への支援

２　医療と介護の連携強化
３　在宅医療・介護連携推進事業への支援
４　リハビリテーションの推進

２-４　認知症高齢者への支援
１　普及啓発・本人発信支援
２　予防
３　医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
４　認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

２-５　高齢者への生活支援の推進
１　生活支援
２　NPO・ボランティアをはじめとする多様な主体との協働

３　在宅介護支援センター

３-２　安全な暮らしの確保
１　犯罪等被害の防止・交通事故対策
２　自然災害への対策
３　感染症への対策

３-３　高齢者の権利擁護の取組
１　高齢者虐待の防止

３　介護サービス事業所等への助言・指導

４　人にやさしいまちづくりの推進

２　成年後見制度・権利擁護事業の充実

４　有料老人ホーム

３　高齢者が安全に、安心して暮らせる社会づくり
３-１　高齢者の住まいの確保

１　高齢者の住まいの確保・充実
２　養護老人ホーム、軽費老人ホーム等

４-５　介護サービス利用者等に対する支援
１　関係機関が連携した苦情処理体制等の強化
２　介護サービス相談員の資質向上
３　低所得者対策の一層の充実
４　共生型サービスの推進等（障害福祉サービスとの連携）

２　現状と課題
３　第６期介護給付適正化計画期間における取組
４　県による取組

１　介護給付適正化計画の趣旨

４　介護保険制度を支える仕組みづくり
４-１　介護サービス提供体制の充実及び質の向上

４　在宅介護を担う家族等への支援

２　取組方針

４-３　保険者機能の強化（市町への支援）
１　保険者機能の強化について

４-４　公平で適正な介護給付の推進（第６期介護給付適正化計画）

２　介護サービスの質の向上

２　介護現場の生産性の向上
３　多様な専門職の確保等

４-２　介護人材の確保・資質の向上、生産性の向上
１　介護人材確保の取組

１　介護基盤等の整備・充実

高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画（６～８年度） 施策の体系
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愛媛県認知症施策推進基本計画（仮称）策定スケジュールについて

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

県認知症
施策推進
会議・WG

県高齢者
保健福祉
計画等

推進委員会

推進会議・
WG➀

推進会議・
WG②

推進会議・
WG➂

推進会議・
WG➀

推進会議・
WG②

推進会議・
WG➀

推進会議・
WG②

推進委員会① 推進委員会① 推進委員会①

推進委員会②

推進委員会➂

各年度の認知症施策推進会議・WGでの検討内容（案）

計画策定スケジュール（案）

当事者への意見聴取 素案の検討・最終案作成

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

第１回 ・県計画策定スケジュール（案）
について
・当事者の意見聴取方法に
ついて

当事者の意見聴取状況について報告等 県計画の素案修正について

第２回 国計画を基に県計画の内容に
ついて

当事者の意見を聴取したうえで県計画の
内容、方向性について

県計画の最終案について

第３回 県計画の素案について

文案作成


